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国土交通省運輸審議会 



 

 

は し が き 

 

 

 平成２６年７月から同年１２月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明

らかにするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。 

 この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に基

づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事案処

理状況、当審議会の委員の構成等を集録している。 

 この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。 
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Ⅰ 今期の活動概要 

 

■ 概 況 

 今期は、運賃・料金関係が答申３件

（鉄道２件、一般乗合旅客自動車運送事

業１件）、許可等関係が、答申 33 件

（航空 33 件）、国土交通省設置法第 15

条第３項に該当する事案の認定１件（港

湾１件）であった。 

 

１ 運賃・料金関係事案 

○ 鉄・軌道事業 

 10 月７日に諮問された東日本旅客鉄

道㈱及び西日本旅客鉄道㈱からの鉄道の

特別急行料金の上限設定認可申請事案に

ついて、同月 30 日に審議の上、11 月 13

日に石川県において公聴会を開催し、更

に、11 月 20 日、同月 27 日、12 月４日

及び同月 11 日に審議の上、同月 16 日に

認可することが適当である旨答申した。 

 

○ 一般乗合旅客自動車運送事業 

 ７月３日に諮問された三重交通㈱の一

般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変

更認可申請事案について、同月 17 日、2

9 日及び 31 日に審議の上、８月５日に

認可することが適当である旨答申した。 

 

２ 許可等関係事案 

○ 定期航空運送事業 

 11 月 11 日に諮問された日本航空㈱、

日本トランスオーシャン航空㈱、㈱ジェ

イエア、日本エアコミューター㈱、全日 

本空輸㈱、ＡＮＡウイングス㈱、スカイ

マーク㈱、㈱ＡＩＲＤＯ、スカイネット

アジア航空㈱、㈱スターフライヤー、Ｐ

ｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ㈱、バニラ

・エア㈱、ジェットスター・ジャパン㈱、

春秋航空日本㈱、アイベックスエアライ

ンズ㈱及び天草エアライン㈱からの混雑

空港運航許可申請事案について、同月 1

8 日、25 日、12 月９日及び同月 16 日に

審議の上、同月 13 日に許可することが

適当である旨答申した。 

 

○ 港湾 

 山口県からの宇部港に係る港湾区域の

変更同意申請事案について、10 月 28 日

に説明を聴取し、11 月６日に国土交通

省設置法第 15 条第３項の規定に該当す

る事案として認定した。 

 

３ その他事案 

○ 現地調査 

 ９月 18 日にＪＲ貨物隅田川駅につい

て、現地調査を行った。 

 

○ 報告聴取等 

 25 件の案件について報告の聴取等を

行った。 

ＪＲ貨物隅田川駅での現地調査 
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Ⅲ 答申の概要 

 

 

 今期は、鉄・軌道事業関係２件、一般乗合旅客自動車運送事業関係１件、航空関係３３

件の合計３６件について、国土交通大臣からの諮問に対して答申をした。その概要は次の

とおりである。 

 

１．東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案 

 

申請者である東日本旅客鉄道株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

により、平成１０年３月に着工され建設が進められてきた北陸新幹線の長野駅～金沢駅の区

間について、平成２７年３月１４日に運輸営業が開始できる見込みとなったので、新幹線の

特別急行料金の上限を、北陸新幹線の既開業区間の特別急行料金体系と同額（東日本旅客鉄

道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の営業区間を跨って乗車する利用者については一定

の料金をこれに加算した金額）で設定しようとして、認可申請を行ったものである。 

国土交通大臣から平成２６年１０月７日に諮問を受け、当審議会は、平成２６年１１月１

３日石川県において公聴会を開催したほか、慎重に審議した結果、平成２６年１２月１６日

に申請どおり認可することが適当である旨の答申をした。 

また、答申に併せて、国土交通大臣に対し、次のような要望を行った。 

○ 北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、東日本旅客鉄道株式会社及び西

日本旅客鉄道株式会社が共同で当該新幹線を運営することとなることに鑑み、両社に対

し、必要に応じて次の助言・指導を行うこと 

（１）日本有数の豪雪地帯を高速で走行するという環境を踏まえ、日常の安全対策はも

とより、地震・事故等の緊急時の対応においても、両社が緊密に連携して安全かつ

円滑な輸送を確保するための体制を整備すること 

（２）首都圏と北陸地域の間の鉄道利用者が大幅に増加する見込みであることを踏まえ、

各種割引や宿泊切符など、両社の共同企画商品の設定に努め、利用者の利便性・快

適性を一層向上させること 

○ 北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、他の路線における利用者の利便

性に影響が発生する可能性があることに鑑み、申請者に対し、必要に応じて次の助言・

指導を行うこと 

（１）大阪駅～富山駅間の区間など一部の路線において新幹線と在来線の乗換えが必要

となることを踏まえ、乗換改札の整備、乗継割引料金の設定など、乗継利便性や料

金面について配慮すること 

（２）東京駅～大宮駅間の区間で東北新幹線と、東京駅～高崎駅間の区間で上越新幹線

と線路を共用することを踏まえ、各路線の利用実態に即して、利用者の利便性に最

大限配慮されたダイヤ編成とすること 
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○ 複数の鉄道会社の営業区間を跨って乗車する場合の新幹線の特別急行料金について、

平成２７年度には北海道新幹線の開業が予定されていることから、既存の料金との整合、

路線の特性等を踏まえて適切に設定されるよう、設定方法等について検討・整理するこ

と 

 

２．西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案 

 

申請者である西日本旅客鉄道株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

により、平成１０年３月に着工され建設が進められてきた北陸新幹線の長野駅～金沢駅の区

間について、平成２７年３月１４日に運輸営業が開始できる見込みとなったので、新幹線の

特別急行料金の上限を、北陸新幹線の既開業区間の特別急行料金体系と同額（東日本旅客鉄

道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の営業区間を跨って乗車する利用者については一定

の料金をこれに加算した金額）で設定しようとして、認可申請を行ったものである。 

国土交通大臣から平成２６年１０月７日に諮問を受け、当審議会は、平成２６年１１月１

３日石川県において公聴会を開催したほか、慎重に審議した結果、平成２６年１２月１６日

に申請どおり認可することが適当である旨の答申をした。 

また、答申に併せて、国土交通大臣に対し、次のような要望を行った。 

○ 北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、東日本旅客鉄道株式会社及び西

日本旅客鉄道株式会社が共同で当該新幹線を運営することとなることに鑑み、両社に対

し、必要に応じて次の助言・指導を行うこと 

（１）日本有数の豪雪地帯を高速で走行するという環境を踏まえ、日常の安全対策はも

とより、地震・事故等の緊急時の対応においても、両社が緊密に連携して安全かつ

円滑な輸送を確保するための体制を整備すること 

（２）首都圏と北陸地域の間の鉄道利用者が大幅に増加する見込みであることを踏まえ、

各種割引や宿泊切符など、両社の共同企画商品の設定に努め、利用者の利便性・快

適性を一層向上させること 

○ 北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、他の路線における利用者の利便

性に影響が発生する可能性があることに鑑み、申請者に対し、必要に応じて次の助言・

指導を行うこと 

（１）大阪駅～富山駅間の区間など一部の路線において新幹線と在来線の乗換えが必要

となることを踏まえ、乗換改札の整備、乗継割引料金の設定など、乗継利便性や料

金面について配慮すること 

（２）東京駅～大宮駅間の区間で東北新幹線と、東京駅～高崎駅間の区間で上越新幹線

と線路を共用することを踏まえ、各路線の利用実態に即して、利用者の利便性に最

大限配慮されたダイヤ編成とすること 

○ 複数の鉄道会社の営業区間を跨って乗車する場合の新幹線の特別急行料金について、

平成２７年度には北海道新幹線の開業が予定されていることから、既存の料金との整合、

路線の特性等を踏まえて適切に設定されるよう、設定方法等について検討・整理するこ

と  
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３．三重交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案 

 

申請者である三重交通株式会社は、三重県全域等を営業エリアとしているが、輸送需要の

減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、平成２

６年４月１日から実施している現行運賃（申請者は、平成７年１２月１日に運賃の変更を行

った後、消費税率の引上げ並びに地方消費税の導入及び引上げに伴い、税負担の転嫁を図る

ための運賃変更を平成９年４月１日及び平成２６年４月１日に行った）を改定し、収支の改

善を図ろうとして、一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更（対キロ区間制運賃の基準

賃率４４円９０銭を５１円４０銭に改定する等）の認可申請を行ったものである。 

国土交通大臣から平成２６年７月３日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結果、平

成２６年８月５日に申請どおり認可することが適当である旨の答申をした。 

 

４．本邦航空運送事業者１６事業者からの混雑空港運航許可申請事案 

 

申請者である日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイ

エア、日本エアコミューター株式会社、全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、

スカイマーク株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、スカイネットアジア航空株式会社、株式会社

スターフライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社、バニラ・エア株式会社、ジェ

ットスター・ジャパン株式会社、春秋航空日本株式会社、アイベックスエアラインズ株式会

社及び天草エアライン株式会社は、混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港

及び大阪国際空港）を使用して運航を行うことの許可の有効期限が平成２７年１月末に到来

することを踏まえ、同年２月以降の運航許可申請を行ったものである。 

国土交通大臣から平成２６年１１月１１日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結果、 

○ 申請者の運航計画に定める混雑空港での発着は、各混雑空港毎の発着調整基準に合致

するものと認められる等、運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであると認めら

れること 

○ 申請者の混雑空港を使用した路線の運航計画は、複数社競合路線が多数存在するなど

競争を通じた多様なサービスの提供の機会が確保されているほか、各混雑空港の特性を

踏まえた路線網の形成等により利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するなど、

混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められること 

から、平成２６年１２月１８日に申請どおり許可することが適当である旨の答申をした。 

また、答申に併せて、国土交通大臣に対し、次のような要望を行った。 

○ スカイマーク株式会社の業績が急速に悪化していることに加え、同社がエアバスＡ３

８０型機に係る多額の解約違約金の支払いについてエアバス社と交渉中であることに鑑

み、同社の経営状況を注視するとともに、安全で安定した輸送が確保されるよう、同社

に助言・指導を行うこと、また、必要に応じて、その状況等について運輸審議会に対し

て報告すること 
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Ⅳ 答申書 

 

鉄・軌道 

 

○国土交通省告示第 1196 号（平成 26 年 12 月 26 日） 

 

国 運 審 第 ３ ３ 号 

平成２６年１２月１６日 

 

 

  国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長代理  鷹箸 有宇壽  

 

 

答    申    書 

 

東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設

定認可申請について 

 

 

平２６第３００１号 

 

 

 平成２６年１０月７日付け国鉄事第１４５号をもって諮問された上記の事案につ

いては、平成２６年１１月１３日石川県において公聴会を開催したほか、諮問され

た上記の事案について審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

東日本旅客鉄道株式会社の申請に係る北陸新幹線の特別急行料金の設定につい

ては、別表に掲げる額を上限として認可することが適当である。 

 

 

理    由 

 

申請者は、全国新幹線鉄道整備法に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構（旧日本鉄道建設公団）により、平成１０年３月に着工され建設が進めら

れてきた北陸新幹線の長野駅～金沢駅の区間について、平成２７年３月１４日に運

輸営業が開始できる見込みとなったので、新幹線の特別急行料金の上限を、北陸新

幹線の既開業区間の特別急行料金体系と同額（東日本旅客鉄道株式会社及び西日本

旅客鉄道株式会社の営業区間を跨って乗車する利用者については一定の料金をこれ

に加算した金額）で設定しようとして、本申請を行ったものである。 

 

当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果、北陸新幹線に係る平年度である平成２７年度から２９年度までの３年間の運賃

算定の基礎となるべき適正な総括原価（能率的な経営の下における適正な原価に適

正な利潤を加えたもの）及びこれに基づく収支状況の見通しは、次のとおりである。 

 

適正な総括原価は、人件費・経費１４７億円、貸付料等５２４億円、減価償却費

５２億円、諸税３億円、事業報酬９億円、合計７３５億円と推定され、これに対し

今回の北陸新幹線の開業による他の交通機関からの転移等を考慮して推定した輸送

需要に基づいて算定された総収入は、運賃収入３２３億円、料金収入２８９億円、

運輸雑収入３０億円、合計６４２億円と推定され、差引き９３億円の不足を生ずる

ものと見込まれるものの、経営努力により鉄道事業を継続することはできるものと

認められる。 

 

以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この申請は、

鉄道事業法第１６条第２項に掲げる基準に適合するものと認める。 

 



別表 （単位：円）

駅名 東 京 上 野 大 宮 熊 谷 本庄早稲田 高 崎 安中榛名 軽井沢 佐久平 上 田 長 野 飯 山

飯 山 3,680 3,470 3,470 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 1,840 1,840 1,840 －

上 越 妙 高 3,680 3,470 3,470 3,470 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 1,840 1,840 1,840

糸 魚 川 5,080 4,870 4,120 4,120 4,120 4,120 3,240 3,240 3,240 3,240 2,490 2,490

黒部宇奈月温泉 5,400 5,190 5,190 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 3,560 3,560 3,560 3,240

富 山 5,730 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 3,560 3,240

新 高 岡 6,260 6,050 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,770 4,770 3,560 3,240

金 沢 6,260 6,050 6,050 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,440 3,240

-
9
-
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、東日本

旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社が共同で当該新幹線を運営する

こととなることに鑑み、両社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていた

だきたい。 

（１）日本有数の豪雪地帯を高速で走行するという環境を踏まえ、日常の安全対策

はもとより、地震・事故等の緊急時の対応においても、両社が緊密に連携して

安全かつ円滑な輸送を確保するための体制を整備すること。 

（２）首都圏と北陸地域の間の鉄道利用者が大幅に増加する見込みであることを踏

まえ、各種割引や宿泊切符など、両社の共同企画商品の設定に努め、利用者の

利便性・快適性を一層向上させること。 

 

２．国土交通大臣は、北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、他の路

線における利用者の利便性に影響が発生する可能性があることに鑑み、両社に対

し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 

（１）大阪駅～富山駅間の区間など一部の路線において新幹線と在来線の乗換えが

必要となることを踏まえ、乗換改札の整備、乗継割引料金の設定など、乗継利

便性や料金面について配慮すること。 

（２）東京駅～大宮駅間の区間で東北新幹線と、東京駅～高崎駅間の区間で上越新

幹線と線路を共用することを踏まえ、各路線の利用実態に即して、利用者の利

便性に最大限配慮されたダイヤ編成とすること。 

 

３．国土交通大臣は、複数の鉄道会社の営業区間を跨って乗車する場合の新幹線

の特別急行料金について、平成２７年度には北海道新幹線の開業が予定されて

いることから、既存の料金との整合、路線の特性等を踏まえて適切に設定され

るよう、設定方法等について検討・整理していただきたい。



- 11 - 

国 運 審 第 ３ ４ 号 

平成２６年１２月１６日 

 

 

  国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長代理  鷹箸 有宇壽  

 

 

答    申    書 

 

西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上

限設定認可申請について 

 

 

平２６第３００２号 

 

 

 平成２６年１０月７日付け国鉄事第１４５号をもって諮問された上記の事

案については、平成２６年１１月１３日石川県において公聴会を開催したほ

か、諮問された上記の事案について審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

西日本旅客鉄道株式会社の申請に係る北陸新幹線の特別急行料金の設定に

ついては、別表に掲げる額を上限として認可することが適当である。 

 

 

理    由 

 

申請者は、全国新幹線鉄道整備法に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構（旧日本鉄道建設公団）により、平成１０年３月に着工され

建設が進められてきた北陸新幹線の長野駅～金沢駅の区間について、平成２

７年３月１４日に運輸営業が開始できる見込みとなったので、新幹線の特別

急行料金の上限を、北陸新幹線の既開業区間の特別急行料金体系と同額（東

日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社の営業区間を跨って乗車

する利用者については一定の料金をこれに加算した金額）で設定しようとし

て、本申請を行ったものである。 

 

当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討し

た結果、北陸新幹線に係る平年度である平成２７年度から２９年度までの３

年間の運賃算定の基礎となるべき適正な総括原価（能率的な経営の下におけ

る適正な原価に適正な利潤を加えたもの）及びこれに基づく収支状況の見通

しは、次のとおりである。 

 

適正な総括原価は、人件費・経費３９８億円、貸付料等３７８億円、減価

償却費２８８億円、諸税１４億円、事業報酬４２億円、合計１，１１９億円

と推定され、これに対し今回の北陸新幹線の開業による他の交通機関からの

転移等を考慮して推定した輸送需要に基づいて算定された総収入は、運賃収

入３７７億円、料金収入４７４億円、運輸雑収入１４億円、合計８６６億円

と推定され、差引き２５４億円の不足を生ずるものと見込まれるものの、経

営努力により鉄道事業を継続することはできるものと認められる。 

 

以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この

申請は、鉄道事業法第１６条第２項に掲げる基準に適合するものと認める。



別表 （単位：円）

駅名 東 京 上 野 大 宮 熊 谷 本庄早稲田 高 崎 安中榛名 軽井沢 佐久平 上 田 長 野 飯 山 上越妙高 糸魚川 黒部宇奈月温泉 富 山 新高岡

糸 魚 川 5,080 4,870 4,120 4,120 4,120 4,120 3,240 3,240 3,240 3,240 2,490 2,490 1,840 － － － －

黒部宇奈月温泉 5,400 5,190 5,190 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 3,560 3,560 3,560 3,240 1,840 1,840 － － －

富 山 5,730 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 3,560 3,240 2,590 1,840 1,840 － －

新 高 岡 6,260 6,050 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,770 4,770 3,560 3,240 2,590 1,840 1,840 1,840 －

金 沢 6,260 6,050 6,050 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 4,770 4,770 4,440 3,240 2,590 2,590 1,840 1,840 1,840

-
1
3
-
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要 望 事 項 

 

１．国土交通大臣は、北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、東日本

旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社が共同で当該新幹線を運営する

こととなることに鑑み、両社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていた

だきたい。 

（１）日本有数の豪雪地帯を高速で走行するという環境を踏まえ、日常の安全対策

はもとより、地震・事故等の緊急時の対応においても、両社が緊密に連携して

安全かつ円滑な輸送を確保するための体制を整備すること。 

（２）首都圏と北陸地域の間の鉄道利用者が大幅に増加する見込みであることを踏

まえ、各種割引や宿泊切符など、両社の共同企画商品の設定に努め、利用者の

利便性・快適性を一層向上させること。 

 

２．国土交通大臣は、北陸新幹線の長野駅～金沢駅間の区間の開業に伴い、他の路

線における利用者の利便性に影響が発生する可能性があることに鑑み、両社に対

し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 

（１）大阪駅～富山駅間の区間など一部の路線において新幹線と在来線の乗換えが

必要となることを踏まえ、乗換改札の整備、乗継割引料金の設定など、乗継利

便性や料金面について配慮すること。 

（２）東京駅～大宮駅間の区間で東北新幹線と、東京駅～高崎駅間の区間で上越新

幹線と線路を共用することを踏まえ、各路線の利用実態に即して、利用者の利

便性に最大限配慮されたダイヤ編成とすること。 

 

３．国土交通大臣は、複数の鉄道会社の営業区間を跨って乗車する場合の新幹線

の特別急行料金について、平成２７年度には北海道新幹線の開業が予定されて

いることから、既存の料金との整合、路線の特性等を踏まえて適切に設定され

るよう、設定方法等について検討・整理していただきたい。 
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一般乗合旅客自動車 

 

○国土交通省告示第 825 号（平成 26 年 8 月 14 日） 

 
国 運 審 第 １ ７ 号 

平成２６年８月５日 

 

 

  国土交通大臣  太田 昭宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上野 文雄 

 

 

答    申    書 

 

三重交通株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃

変更認可申請について 

 

 

平２６第５００４号 

 

 

 平成２６年７月３日付け国自旅第７９号をもって諮問された上記の事案について

は、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

三重交通株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更につ

いては、次の額を上限として認可することが適当である。 

（１）津市内の特定路線 

１区２３０円、以後１区増す毎に３０円加算の地帯制運賃とする。 

（２）その他の路線 

キロ当たり賃率５１円４０銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最

初の２キロメートルまでの間についてはその２倍、５キロメートルを超え１０

キロメートルまでの間についてはその０．９倍、１０キロメートルを超え１５

キロメートルまでの間についてはその０．８倍、１５キロメートルを超え３０

キロメートルまでの間についてはその０．７倍、３０キロメートルを超える部

分についてはその０．６倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、１

９０円とする。 

 

理    由 

 

１．申請者は、平成７年１２月１日に運賃の変更を行った後、消費税率の引上げ並

びに地方消費税の導入及び引上げに伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を

平成９年４月１日及び平成２６年４月１日に行い、同日から現行運賃を実施して

いるものであるが、近年、輸送需要の減少及び燃料費の高騰により、収支の均衡

を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善

を図ろうとして、本申請を行ったものである。 

 

２．当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎と

なるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価（能率的な経営の下における

適正な原価に適正な利潤を加えたもの）に基づく平年度である平成２６年度の収

支状況の見通しは、次のとおりである。 

  現行運賃による総収入（補助金を含む。）は６，４７９百万円、適正な運送原

価は７，８４３百万円と推定され、差引き１，３６４百万円の損失を生ずるもの

と認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入（補助金を

含む。）は７，０７２百万円となり、差引き７７１百万円の損失を生ずるものと

見込まれる。 
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３．以上により、本申請は、道路運送法第９条第２項の基準に適合するもの

と認める。 
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航 空 

 

○国土交通省告示第 6 号（平成 27 年 1 月 7 日） 

                      

国 運 審 第 ３ ６ 号 

平成２６年１２月１８日 

 

 

  国土交通大臣  太 田 昭 宏 殿 

 

 

           運輸審議会会長  上 野  文 雄 

 

 

答    申    書 

 

  日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、 

    株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会社、全日 

    本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、スカイマーク 

   株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、スカイネットアジア航空株 

    式会社、株式会社スターフライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａ 

    ｔｉｏｎ株式会社、バニラ・エア株式会社、ジェットスター 

    ・ジャパン株式会社、春秋航空日本株式会社、アイベックス 

  エアラインズ株式会社及び天草エアライン株式会社からの混 

雑空港運航許可申請について                 

 

                    平２６第９００２号 

                    平２６第９００３号 

                    平２６第９００４号 

                    平２６第９００５号 

                    平２６第９００６号 

                    平２６第９００７号 

                    平２６第９００８号 



- 19 - 

                    平２６第９００９号 

                    平２６第９０１０号 

                    平２６第９０１１号 

                    平２６第９０１２号 

                    平２６第９０１３号 

                    平２６第９０１４号 

                    平２６第９０１５号 

                    平２６第９０１６号 

                    平２６第９０１７号 

                    平２６第９０１８号 

                    平２６第９０１９号 

                    平２６第９０２０号 

                    平２６第９０２１号 

                    平２６第９０２２号 

                    平２６第９０２３号 

                    平２６第９０２４号 

                    平２６第９０２５号 

                    平２６第９０２６号 

                    平２６第９０２７号 

                    平２６第９０２８号 

                    平２６第９０２９号 

                    平２６第９０３０号 

                    平２６第９０３１号 

                    平２６第９０３２号 

                    平２６第９０３３号 

                                        平２６第９０３４号 

 

 平成２６年１１月１１日付け国空事第４０４４号をもって諮問された上記の事案

については、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 

 

日本航空株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、東京国

際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、日本トランスオーシャン航

空株式会社の申請に係る混雑空港（関西国際空港及び東京国際空港）を使用して運

航を行うこと、株式会社ジェイエアの申請に係る混雑空港（成田国際空港、関西国

際空港、東京国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、日本エアコ

ミューター株式会社の申請に係る混雑空港（大阪国際空港）を使用して運航を行う

こと、全日本空輸株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、

東京国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、ＡＮＡウイングス株

式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港及び大

阪国際空港）を使用して運航を行うこと、スカイマーク株式会社の申請に係る混雑

空港（東京国際空港）を使用して運航を行うこと、株式会社ＡＩＲＤＯの申請に係

る混雑空港（東京国際空港）を使用して運航を行うこと、スカイネットアジア航空

株式会社の申請に係る混雑空港（東京国際空港）を使用して運航を行うこと、株式

会社スターフライヤーの申請に係る混雑空港（関西国際空港及び東京国際空港）を

使用して運航を行うこと、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社の申請に係る混

雑空港（成田国際空港及び関西国際空港）を使用して運航を行うこと、バニラ・エ

ア株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港）を使用して運航を行うこと、ジ

ェットスター・ジャパン株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港及び関西国

際空港）を使用して運航を行うこと、春秋航空日本株式会社の申請に係る混雑空港

（成田国際空港）を使用して運航を行うこと、アイベックスエアラインズ株式会社

の申請に係る混雑空港（成田国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこ

と及び天草エアライン株式会社の申請に係る混雑空港（大阪国際空港）を使用して

運航を行うことについては、いずれも許可することが適当である。 

 

理    由 

 

１．各申請者は、別表に掲げる運航計画に基づき国内定期航空運送事業を経営する

ため、本件を申請したものである。 

 

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。 
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（１）成田国際空港関係 

① 成田国際空港においては、発着規制として、１週間の発着回数を最大５，

１９２回とするとともに、３０分間の発着回数について６時から２０時台

までの間は出発を７～２４回、到着を８～２３回、合計を３０～３２回、

２１時台前半はＡ滑走路・Ｂ’滑走路それぞれ合計１６回、後半は同８回

及び２２時台は同１０回とするなどの発着調整基準が設けられている。 

日本航空株式会社、株式会社ジェイエア、全日本空輸株式会社、ＡＮＡ

ウイングス株式会社、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社、バニラ・

エア株式会社、ジェットスター・ジャパン株式会社、春秋航空日本株式会

社及びアイベックスエアラインズ株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航

計画のとおり成田国際空港を使用して運航を行おうとするものである。こ

れらの申請者の運航計画において定める同空港での発着は、同空港におけ

る各申請者の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準

に合致するものと認められる。 

また、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

（環境対策の観点から発着規制をしている空港にあっては利用可能時間。

以下同じ。）からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれ

はないものと認められる。 

以上により、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が成田国際空港を使用して運航する１７路線のうち、同空港と新

千歳、中部国際、関西国際、大阪国際、広島、高松、福岡及び那覇の各空

港を結ぶ８路線においては、複数の航空会社により運航される（４社競合

が１路線、３社競合が２路線、２社競合が５路線）など競争環境も整備さ

れ、競争の促進を通じた多様な輸送サービスが提供される機会が確保され

ている。 

また、成田国際空港に係る各申請者の路線の運航は、国内主要空港と国際

航空の拠点である成田国際空港を結ぶ国内航空路線網を形成するものであ

り、国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであるこ

とに加え、低価格の運賃を提供するＬＣＣの参入を通じて利用者の選択肢が

広がっており、国内区間の新たな航空需要の拡大につながることにより、利

用者利便に適合する輸送サービスが提供されている。 
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以上により、成田国際空港に係る本件申請は、成田国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

（２）関西国際空港関係 

① 関西国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数を４５回

（うち出発回数３２回、到着回数２５回）とするなどの発着調整基準が設

けられている。 

日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジ

ェイエア、全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、株式会社ス

ターフライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社及びジェットス

ター・ジャパン株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり関西

国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の運

航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時間

帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと

認められる。 

また、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと

認められる。 

以上により、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が関西国際空港を使用して運航する１３路線のうち、同空港と新

千歳、成田国際、東京国際、福岡、那覇及び石垣の各空港を結ぶ６路線に

おいては複数の航空会社により運航される（４社競合が２路線、３社競合

が３路線、２社競合が１路線）など競争環境も整備され、競争の促進を通

じた多様な輸送サービスが提供される機会が確保されている。 

また、関西国際空港に係る各申請者の路線の運航は、関西国際空港の特性

を生かし、大阪国際空港が利用できない時間帯にも路線を設定するなど、大

阪国際空港に係る路線の運航と相まって、関西圏と各地を結ぶ国内航空路線

網を形成していることに加え、低価格の運賃を提供するＬＣＣの参入を通じ

て利用者の選択肢が広がっており、国内区間の新たな航空需要の拡大につな

がることにより、利用者の利便に適合する輸送サービスが提供されている。 

以上により、関西国際空港に係る本件申請は、関西国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 
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（３）東京国際空港関係 

① 東京国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数について

６時台は５３回、７時台は５３回、８時から２１時台は８０回、２２時台

は５３回、０時から５時台は１３～２０回と、また、２３時台について前

半３０分は８回、後半３０分は６～８回とそれぞれ発着調整基準が設けら

れている（この発着回数に加え定期便ジェット機用として７時台に６回を

出発の外枠として定めている）。 

日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジ

ェイエア、全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、スカイマー

ク株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、スカイネットアジア航空株式会社及び

株式会社スターフライヤーは、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり東

京国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の

運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時

間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するもの

と認められる。 

また、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと

認められる。 

以上により、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 東京国際空港の発着枠については、平成２２年１０月の再拡張などに伴

う発着枠拡大の機会をとらえて新規航空会社に優先的に配分され、その結

果、申請者が東京国際空港を使用して運航する４９路線のうち、２８路線

においては複数の航空会社により運航される（４社競合が３路線、３社競

合が９路線、２社競合が１６路線）など競争の促進を通じた多様なサービ

スが提供される機会が確保されている。 

他方、東京国際空港に係る各申請者の路線の運航は、幹線はもとより首

都圏と地方空港を結ぶ最大の国内航空路線網を形成するものであるが、航

空会社の自助努力だけでは維持が困難な地方路線の充実のため、地域と航

空会社による提案に対するコンテストを通じて、発着枠を配分する仕組み

を導入し、地域主体による路線充実に向けた地域の取組の高度化、地域の

活性化、地域住民生活の利便性の向上が図られている。 
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また、少便数路線に係る発着枠の調整ルールが定められており、少便数

路線の維持・充実が図られていることに加え、平成２５年３月の発着枠配

分の際には、全国的な航空路線網の形成等を重視した評価項目に見直すと

ともに、東京国際空港乗り入れ航空会社全社に評価方式による配分を適用

することとし、国内航空路線網を維持するためのインセンティブとなる仕

組みを導入するなど、多様な国内航空路線網の形成が図られている。 

以上により、東京国際空港に係る本件申請は、東京国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

（４）大阪国際空港関係 

① 大阪国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数を３７０回

（うちジェット機２００回、低騒音機１００回）、１時間の発着回数を３

６回（うち到着回数２０回）、連続する３時間の発着回数を９３回（うち

到着回数６０回）とするなどの発着調整基準が設けられている。 

日本航空株式会社、株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会

社、全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、アイベックスエア

ラインズ株式会社及び天草エアライン株式会社は、それぞれ別表に掲げる

運航計画のとおり大阪国際空港を使用して運航を行おうとするものであ

る。これらの申請者の運航計画において定める同空港での発着は、同空港

における各申請者の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調

整基準に合致するものと認められる。また、これらの申請者の大阪国際空

港に係る運航計画は、同空港における航空機整備等の所要時間及び相対応

する各空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調

整基準に反するおそれはないものと認められる。 

以上により、これらの申請者の大阪国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が大阪国際空港を使用して運航する２６路線のうち、１６路線に

おいては複数の航空会社により運航される（３社競合が６路線、２社競合

が１０路線）など競争の促進を通じた多様なサービスが提供される機会が

確保されている。 

他方、大阪国際空港に係る各申請者の路線の運航は、東京国際空港に次

ぐ全国的な国内航空路線網を形成するものであり、関西国際空港に係る路

線の運航と相まって、関西圏と各地を結ぶ国内航空路線網を形成すること

により、利用者の利便に適合するサービスの提供を行うものである。また、
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大阪国際空港に関しては、減便の結果１日当たりの運航回数が１便未満と

なる路線に係る発着枠の調整ルールが定められており、最低限の路線が維

持されているなど多様な国内航空路線網の形成が図られている。 

以上により、大阪国際空港に係る本件申請は、大阪国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。  

 



別　表

１　日本航空株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日16往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－８００型及びボーイング
式７７７－２００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日16往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型、ボーイ
ング式７６７－３００型、ボーイング式
７３７－８００型及びボーイング式７７
７－２００型

1日17往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－８００型及びボーイング
式７７７－２００型

1日12往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型、ボーイ
ング式７６７－３００型及びボーイング
式７７７－２００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

東京（東京国際空港）～
福岡

東京（東京国際空港）～
那覇

東京（東京国際空港）～
女満別

東京（東京国際空港）～
旭川

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

大阪（関西国際空港）～
札幌

路 線

東京（東京国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

東京（東京国際空港）～
札幌

路 線

東京（成田国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（成田国際空港）～
札幌

東京（成田国際空港）～
名古屋

東京（成田国際空港）～
福岡

路 線
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1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日0.03往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日8往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日9往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

東京（東京国際空港）～
熊本

東京（東京国際空港）～
高松

東京（東京国際空港）～
高知

東京（東京国際空港）～
松山

東京（東京国際空港）～
北九州

東京（東京国際空港）～
大分

東京（東京国際空港）～
長崎

東京（東京国際空港）～
南紀白浜

東京（東京国際空港）～
岡山

東京（東京国際空港）～
広島

東京（東京国際空港）～
山口宇部

東京（東京国際空港）～
出雲

東京（東京国際空港）～
徳島

東京（東京国際空港）～
函館

東京（東京国際空港）～
青森

東京（東京国際空港）～
三沢

東京（東京国際空港）～
秋田

東京（東京国際空港）～
小松

東京（東京国際空港）～
名古屋

東京（東京国際空港）～
釧路

東京（東京国際空港）～
帯広
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1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日8往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日16往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－８００型及びボーイング
式７７７－２００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

２　日本トランスオーシャン航空株式会社

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－４００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－４００型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－４００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－４００型

３　株式会社ジェイエア

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

大阪（関西国際空港）～
那覇

大阪（関西国際空港）～
石垣

路 線

東京（東京国際空港）～
石垣

東京（東京国際空港）～
宮古

路 線

東京（成田国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

大阪（大阪国際空港）～
札幌

大阪（大阪国際空港）～
那覇

大阪（大阪国際空港）～
鹿児島

大阪（大阪国際空港）～
奄美

路 線

東京（東京国際空港）～
宮崎

東京（東京国際空港）～
鹿児島

東京（東京国際空港）～
奄美

路 線

東京（東京国際空港）～
大阪（大阪国際空港）
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1日1往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日2往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日3往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日1往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日4往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びエンブラエル式ＥＲＪ１７０－
１００ＳＴＤ型

1日1往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日4往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びエンブラエル式ＥＲＪ１７０－
１００ＳＴＤ型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日3往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日7往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日4往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日4往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びエンブラエル式ＥＲＪ１７０－
１００ＳＴＤ型

1日3往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

1日5往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

大阪（大阪国際空港）～
大分

大阪（大阪国際空港）～
宮崎

大阪（大阪国際空港）～
山形

大阪（大阪国際空港）～
仙台

大阪（大阪国際空港）～
新潟

大阪（大阪国際空港）～
松山

大阪（大阪国際空港）～
長崎

大阪（大阪国際空港）～
熊本

大阪（大阪国際空港）～
福岡

大阪（大阪国際空港）～
函館

大阪（大阪国際空港）～
青森

大阪（大阪国際空港）～
三沢

大阪（大阪国際空港）～
花巻

大阪（大阪国際空港）～
秋田

東京（東京国際空港）～
三沢

東京（東京国際空港）～
山形

東京（東京国際空港）～
南紀白浜

東京（東京国際空港）～
宮崎

路 線

大阪（大阪国際空港）～
札幌
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1日5往復 平成27年2月1日 エンブラエル式ＥＲＪ１７０－１００Ｓ
ＴＤ型

【成田国際空港】

２月ダイヤでは運航予定はないが、機材繰り等により運航を実施。

【関西国際空港】

２月ダイヤでは運航予定はないが、機材繰り等により運航を実施。

４　日本エアコミューター株式会社

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成27年2月1日 サーブ式ＳＡＡＢ３４０Ｂ型

1日5往復 平成27年2月1日 サーブ式ＳＡＡＢ３４０Ｂ型及びボンバ
ルディア式ＤＨＣ－８－４０２型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型

５　全日本空輸株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1.5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－７００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びエア
バス式Ａ３２０－２１１型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型

1日1.9往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７６７－３００Ｆ型

1日1.4往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７６７－３００Ｆ型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７６７－３００型及びボーイング
式７３７－８００型

東京（成田国際空港）～
那覇

東京（成田国際空港）～
名古屋

東京（成田国際空港）～
仙台

路 線

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

大阪（大阪国際空港）～
隠岐

大阪（大阪国際空港）～
屋久島

路 線

東京（成田国際空港）～
札幌

東京（成田国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（成田国際空港）～
福岡

大阪（大阪国際空港）～
鹿児島

路 線

大阪（大阪国際空港）～
但馬

大阪（大阪国際空港）～
出雲

- 30 -



1日3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型、ボーイ
ング式７３７－７００型及びボーイング
式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

1日4.7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７３７－８００型及びボーイング
式７６７－３００Ｆ型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日18.7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型、ボーイ
ング式７７７－２００型、ボーイング式
７８７－９型、ボーイング式７８７－８
型、エアバス式Ａ３２０－２１１型及び
ボーイング式７３７－７００型

1日15往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７８７－９型、ボーイング式７８
７－８型、ボーイング式７６７－３００
型、エアバス式Ａ３２０－２１１型及び
ボーイング７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７６７－３００型及びボーイング
式７３７－８００型

1日17.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型、ボーイ
ング式７７７－２００型、ボーイング式
７８７－９型、ボーイング式７８７－８
型、ボーイング式７６７－３００型及び
ボーイング式７３７－８００型

1日11.9往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－３００型、ボーイ
ング式７７７－２００型、ボーイング式
７８７－８型、ボーイング式７３７－８
００型及びボーイング式７６７－３００
Ｆ型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型

東京（東京国際空港）～
紋別

東京（東京国際空港）～
釧路

東京（東京国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

東京（東京国際空港）～
福岡

東京（東京国際空港）～
那覇

東京（東京国際空港）～
稚内

東京（東京国際空港）～
中標津

大阪（関西国際空港）～
福岡

大阪（関西国際空港）～
那覇

大阪（関西国際空港）～
函館

東京（関西国際空港）～
石垣

路 線

東京（東京国際空港）～
札幌

大阪（関西国際空港）～
札幌
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1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、エアバ
ス式Ａ３２０－２１１型及びボーイング
式７３７－８００型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

1日3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型及びボーイン
グ式７６７－３００型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７８７－８型、ボーイング式７３
７－８００型及びボーイング式７６７－
３００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型、ボーイ
ング式７３７－７００型及びボーイング
式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－７００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型、ボーイング
式７６７－３００型、ボーイング式７３
７－８００型及びエアバス式Ａ３２０－
２１１型

1日9往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７８７－９型、ボーイング式７８
７－８型、ボーイング式７６７－３００
型、エアバス式Ａ３２０－２１１型及び
ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型東京（東京国際空港）～
山口宇部

東京（東京国際空港）～
神戸

東京（東京国際空港）～
鳥取

東京（東京国際空港）～
米子

東京（東京国際空港）～
石見

東京（東京国際空港）～
岡山

東京（東京国際空港）～
広島

東京（東京国際空港）～
大島

東京（東京国際空港）～
八丈島

東京（東京国際空港）～
富山

東京（東京国際空港）～
能登

東京（東京国際空港）～
小松

東京（東京国際空港）～
名古屋

東京（東京国際空港）～
函館

東京（東京国際空港）～
秋田

東京（東京国際空港）～
大館能代

東京（東京国際空港）～
庄内

- 32 -



1日3.9往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型、ボーイング
式７３７－８００型及びボーイング式７
６７－３００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型及びボーイン
グ式７６７－３００型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日4.7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型、エアバス式
Ａ３２０－２１１型及びボーイング式７
３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型及びボー
イング式７８７－８型

1日4.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型、ボーイング
式７６７－３００型及びエアバス式Ａ３
２０－２１１型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びエア
バス式Ａ３２０－２１１型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、エアバ
ス式Ａ３２０－２１１型及びボーイング
式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７８７－８型、ボーイング
式７６７－３００型、エアバス式Ａ３２
０－２１１型及びボーイング式７３７－
８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日15往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、ボーイ
ング式７８７－９型、ボーイング式７８
７－８型、ボーイング式７６７－３００
型、エアバス式Ａ３２０－２１１型及び
ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びエア
バス式Ａ３２０－２１１型

1日3.4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型、エアバ
ス式Ａ３２０－２１１型及びボーイング
式７３７－８００型

東京（東京国際空港）～
石垣

路 線

東京（東京国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（成田国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

大阪（大阪国際空港）～
札幌

東京（東京国際空港）～
佐賀

東京（東京国際空港）～
長崎

東京（東京国際空港）～
熊本

東京（東京国際空港）～
大分

東京（東京国際空港）～
宮崎

東京（東京国際空港）～
鹿児島

東京（東京国際空港）～
岩国

東京（東京国際空港）～
徳島

東京（東京国際空港）～
高松

東京（東京国際空港）～
松山

東京（東京国際空港）～
高知
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1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日1.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７７７－２００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－８００型

1日2.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1.5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１１型及びボー
イング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、エアバ
ス式Ａ３２０－２１１型及びボーイング
式７３７－８００型

６　ＡＮＡウイングス株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボー
イング式７３７－７００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボー
イング式７３７－７００型

1日1.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボー
イング式７３７－７００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４００型

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

東京（成田国際空港）～
新潟

路 線

大阪（関西国際空港）～
那覇

大阪（関西国際空港）～
石垣

路 線

大阪（大阪国際空港）～
鹿児島

路 線

東京（成田国際空港）～
札幌

東京（成田国際空港）～
福岡

東京（成田国際空港）～
名古屋

東京（成田国際空港）～
仙台

大阪（大阪国際空港）～
那覇

大阪（大阪国際空港）～
仙台

大阪（大阪国際空港）～
松山

大阪（大阪国際空港）～
長崎

大阪（大阪国際空港）～
熊本

大阪（大阪国際空港）～
宮崎

大阪（大阪国際空港）～
福岡
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1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日0.1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日4.6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日0.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4.5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型、ボーイ
ング式７３７－８００型及びボンバル
ディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボン
バルディア式ＤＨＣ－８－４００型

大阪（大阪国際空港）～
大分

大阪（大阪国際空港）～
宮崎

大阪（大阪国際空港）～
福島

大阪（大阪国際空港）～
新潟

大阪（大阪国際空港）～
松山

大阪（大阪国際空港）～
高知

大阪（大阪国際空港）～
長崎

大阪（大阪国際空港）～
熊本

路 線

大阪（大阪国際空港）～
福岡

大阪（大阪国際空港）～
那覇

大阪（大阪国際空港）～
青森

大阪（大阪国際空港）～
秋田

大阪（大阪国際空港）～
仙台

東京（東京国際空港）～
名古屋

東京（東京国際空港）～
鳥取

東京（東京国際空港）～
徳島

東京（東京国際空港）～
岩国

東京（東京国際空港）～
佐賀

東京（東京国際空港）～
熊本

東京（東京国際空港）～
福岡
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1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型

７　スカイマーク株式会社

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日8往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型及びエア
バス式Ａ３３０－３００型

1日7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日11往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３３０－３００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日6往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

８　株式会社ＡＩＲＤＯ

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日11往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－５００型及びボーイング
式７３７－７００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－５００型及びボーイング
式７３７－７００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型及びボー
イング式７３７－７００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７６７－３００型、ボーイ
ング式７３７－５００型及びボーイング
式７３７－７００型

1日3往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－７００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－５００型及びボー
イング式７３７－７００型

９　スカイネットアジア航空株式会社

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日7往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

東京（東京国際空港）～
函館

東京（東京国際空港）～
女満別

東京（東京国際空港）～
帯広

東京（東京国際空港）～
釧路

路 線

東京（東京国際空港）～
宮崎

東京（東京国際空港）～
福岡

東京（東京国際空港）～
鹿児島

東京（東京国際空港）～
那覇

路 線

東京（東京国際空港）～
札幌

東京（東京国際空港）～
旭川

大阪（大阪国際空港）～
鹿児島

路 線

東京（東京国際空港）～
札幌

東京（東京国際空港）～
神戸
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1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日5往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

１０　株式会社スターフライヤー

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１４型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日12往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１４型

1日5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１４型

1日7往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１４型

1日3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２１４型

１１　Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2.5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2.5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日5.1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日3.4往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

東京（成田国際空港）～
大阪（関西国際空港）

路 線

東京（成田国際空港）～
大阪（関西国際空港）

大阪（関西国際空港）～
札幌

大阪（関西国際空港）～
福岡

大阪（関西国際空港）～
那覇

路 線

東京（東京国際空港）～
北九州

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

東京（東京国際空港）～
福岡

東京（東京国際空港）～
山口宇部

路 線

東京（東京国際空港）～
熊本

東京（東京国際空港）～
長崎

東京（東京国際空港）～
鹿児島

東京（東京国際空港）～
大分

路 線

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）
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1日2.3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日3往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

１２　バニラ・エア株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2.7往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２００型

１３　ジェットスター・ジャパン株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日6.5往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日4.9往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日6.7往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日3.4往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2.4往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日1.7往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型東京（成田国際空港）～
鹿児島

東京（成田国際空港）～
福岡

東京（成田国際空港）～
那覇

東京（成田国際空港）～
高松

東京（成田国際空港）～
松山

東京（成田国際空港）～
熊本

東京（成田国際空港）～
大分

東京（成田国際空港）～
札幌

東京（成田国際空港）～
那覇

東京（成田国際空港）～
奄美

路 線

東京（成田国際空港）～
札幌

東京（成田国際空港）～
大阪（関西国際空港）

大阪（関西国際空港）～
仙台

大阪（関西国際空港）～
松山

大阪（関西国際空港）～
長崎

大阪（関西国際空港）～
鹿児島

大阪（関西国際空港）～
石垣

路 線
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【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日4.9往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日3.4往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日2往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

1日1往復 平成27年2月1日 エアバス式Ａ３２０－２３２型

１４　春秋航空日本株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成27年2月1日 ボーイング式７３７－８００型

１５　アイベックスエアラインズ株式会社

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びボンバルディア式ＣＬ－６００
－２Ｃ１０型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びボンバルディア式ＣＬ－６００
－２Ｃ１０型

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｃ１
０型

路 線

東京（成田国際空港）～
小松

東京（成田国際空港）～
広島

路 線

大阪（大阪国際空港）～
札幌

大阪（大阪国際空港）～
仙台

大阪（関西国際空港）～
熊本

大阪（関西国際空港）～
大分

路 線

東京（成田国際空港）～
高松

東京（成田国際空港）～
広島

東京（成田国際空港）～
佐賀

路 線

東京（成田国際空港）～
大阪（関西国際空港）

大阪（関西国際空港）～
札幌

大阪（関西国際空港）～
福岡

大阪（関西国際空港）～
那覇
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1日2往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びボンバルディア式ＣＬ－６００
－２Ｃ１０型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型

1日2往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｂ１
９型及びボンバルディア式ＣＬ－６００
－２Ｃ１０型

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＣＬ－６００－２Ｃ１
０型

１６　天草エアライン株式会社

【大阪国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1往復 平成27年2月1日 ボンバルディア式ＤＨＣ８－１０３型

（注） 運航回数については平成27年2月中の1日あたりの平均往復回数を記載。

大阪（大阪国際空港）～
福島

大阪（大阪国際空港）～
新潟

大阪（大阪国際空港）～
福岡

大阪（大阪国際空港）～
大分

路 線

大阪（大阪国際空港）～
熊本
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要 望 事 項 

 

  今回の各申請者に対する混雑空港運航許可については、現在の許可期限が平成

２７年１月末に到来することを踏まえ、平成２６年１１月に諮問された平成２７

年２月１日現在の運航計画を前提に許可を行うものである。 

国土交通大臣は、スカイマーク株式会社の業績が急速に悪化していることに加

え、同社がエアバスＡ３８０型機に係る多額の解約違約金の支払いについてエア

バス社と交渉中であることに鑑み、同社の経営状況を注視するとともに、安全で

安定した輸送が確保されるよう、同社に助言・指導を行っていただきたい。また、

必要に応じて、その状況等について運輸審議会に対して報告していただきたい。 
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Ⅴ 説明聴取事案 
 

 

 ○港湾区域の変更同意申請 

 

認定月日 
 

 

申  請  者 
 

 

事 案 の 内 容 
 

 

１１月６日 
 

 

山 口 県 
 

 

宇部港に係る港湾区域の変更同意 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ　報告聴取等

年 月 日 事 案 名 説 明 部 局

7 月 1 日 平成25年度首都圏白書について 都 市 局

7 月 8 日 平成26年版観光白書について 観 光 庁

7月 10 日 平成26年版交通安全白書について 総 合 政 策 局

7月 15 日 大手民鉄16社の平成25年度決算概要等について 鉄 道 局

7月 22 日 ＪＲ7社の平成25年度決算概要等について 鉄 道 局

7月 24 日 平成25年度国土交通白書について 総 合 政 策 局

8 月 7 日 海事レポート２０１４について 海 事 局

8月 19 日 国土のグランドデザイン２０５０について 国 土 政 策 局

8月 21 日 本邦主要航空会社の平成２５年度決算概要等について 航 空 局

8月 26 日 航空輸送の安全にかかわる情報（平成２５年度）について 航 空 局

8月 28 日 東京メトロの経営計画について 東 京 地 下 鉄 ㈱

9 月 2 日 国土交通省重点政策について 総 合 政 策 局

9 月 4 日 バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会とりまとめについて 自 動 車 局

9 月 9 日 鉄軌道輸送の安全にかかわる情報（平成２５年度）について 鉄 道 局

9月 11 日 北陸新幹線の延伸について 鉄 道 局

9月 16 日
公共交通機関における新型インフルエンザ等対策に関する調査研究に
ついて

国土交通政策研究所

9月 25 日 北陸新幹線の延伸について 鉄 道 局

9月 30 日 今後の乗員政策等のあり方について 航 空 局

10月 2日 トラック産業の活性化について 自 動 車 局

10月 9日 国土交通月例経済（平成２６年６月、７月、８月、９月）について 総 合 政 策 局

10月14日 平成25年度　全国輸出入コンテナ貨物流動調査結果について 港 湾 局

10月16日 最近の自動車技術行政の状況について 自 動 車 局

10月21日 ANAボーイング787に係る航空重大インシデント調査報告書について 運 輸 安 全 委 員 会

10月23日 日本海における大規模地震に関する調査検討会報告について 水管理・国土保全局

12月 2日 平成25年度乗合バス事業の収支状況について 自 動 車 局
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Ⅶ 委員の構成等 

 

○委員 

 

  平成２６年１２月３１日現在の運輸審議会委員は、次のとおりである。 

 

区                          分 氏 名       

運 輸 審 議 会 会 長 上 野 文 雄 

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 鷹 箸 有宇壽 

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 保  田  眞紀子 

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 松 田 英 三 
運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 河 野 康 子 

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 根 本 敏 則 

   
 

○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員 

 

  平成２６年１２月３１日現在の運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員は、次

のとおりである。  
 

区                          分 氏 名       

運 輸 安 全 確 保 部 会 部 会 長 鷹 箸 有宇壽 

部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 保 田 眞紀子 

委    員 松 田 英 三 

専 門 委 員 岡 本 満喜子 

専 門 委 員 河 内 啓 二 

専 門 委 員 酒 井 一 博 

専 門 委 員 髙   巌 

専 門 委 員 谷 口 綾 子 

専 門 委 員 中 條 武 志 

専 門 委 員 村 山 義 夫 

 

 

○事案処理職員 

 

    平成２６年１２月３１日現在の事案処理職員は、次のとおりである。 
 

    官 職                       氏 名       

大臣官房審議官（運輸審議会審理室長） 若 林 陽 介 

総合政策局運輸審議会審理室調査官 林    正 尚 

総合政策局運輸審議会審理室主査 長 島 淳 史 
 



運
輸
審
議
会
半
年
報 

平
成
２６
年
７
月
～
１２
月 

    
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
   


